
コラム
これからを考えている皆さんへ
～それぞれの働く意味を持っておこう!!～

やがて誰もが、働くことについて考えることになります。困ったら、相談窓口の力を借りてみるの
も良いでしょう。（ジョブカフェしまねについては、48ページに詳しい情報を掲載しています。）

島根の暮らしの情報は
公益財団法人
ふるさと島根定住財団
https://www.teiju.or.jp/
ＳＮＳでも情報発信中！

Twitter
@jobcafe_shimane
@jobcafe_hamada

松江センター 浜田ブランチ
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　皆さんこんにちは！ジョブカフェしまねでキャリア・アドバイザーをしています宮廻です。
　私の仕事は、皆さんが進路や職業を選択したり、仕事に就くためのお手伝いをすることです。

Q:皆さんは将来なりたいものが決まっていますか？
　将来の具体的なイメージができていて、それに向けた準備を
進めている人、ぼんやりとしたイメージを明確にしようとして
いる人、まだ全く描けずにいる人など、それぞれだと思います。
　皆さんは、たくさんの時間と可能性を秘めているからこそ、
しっかりとこれからを考えることが大切です。そして、考える
上で今回お伝えしたいのが、「働く目的・意味」についてです。

　そもそも、社会に出て働くのはなぜでしょう？
　社会人に聞くと、次のような回答をする人が多いと言われています。
　　①生計の維持（お金のため）
　　②社会的役割の分担（社会のため）
　　③自己実現、個性・才能の発揮（自分のため）
　そして、更に細かく聞いていくと、次のように十人十色の背景があります。
　　◎自分に影響を与えた恩人のため
　　◎愛する恋人や子供のため
　　◎お世話になった地域のため…など
　私の場合は、働く目的の根幹には育ててくれた父親の恩に報いるためということがありま
す。家業がありながらやりたいアドバイザーの仕事をさせてもらって、本当に感謝しています。
そんな思いで、現在二足のわらじでがんばっているところです。
　職業を選択する際は、業界・職種・待遇など色々なことを考慮し、迷うこともあると思い
ますが、その時に「働く目的・意味」といった、皆さんの思いの根幹の部分を思い起こすことが、
今後のキャリアの実現や職業選択につながっていくはずです。
ジョブカフェしまねは、皆さんの進路選定、就職活動を応援しています！

①労働契約の期間・更新する場合の
基準

②仕事をする場所
③仕事の内容
④始業・終業時刻
⑤残業（所定労働時間を超える労
働）の有無

⑥休憩時間・休日・休暇

≪必ず明示が必要な事項≫
⑦交替制勤務の場合は就業時転換に
関すること

⑧賃金（退職金、賞与等を除く。）
の決定・計算・支払いの方法

⑨賃金の締切・支払いの時期に関す
ること　

⑩退職に関すること（解雇の事由を
含む。）

●入社前に、会社の法定福利厚生（健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、労働
保険料など）や法定外福利厚生（住宅手当、社宅や独身寮の有無など）についても
確認しておきましょう。

①働くときの約束事 労働契約について
　就職する場合、これからあなたが働く会社など（この
後では、「使用者」や「事業主」とも表現します。）とあ
なたとの間で、“働く”ことに関するいろいろな条件（労
働条件）を取り決めることからはじまります。このこと
を『労働契約（の締結）』と呼びます。
　労働基準法では労働契約を結ぶ際に、会社（使用者）

が労働者に労働条件を明示するよう義務づけています。　　　　　　【労働基準法第15条】

　明示の方法は原則「書面の交付」が必要ですが、労働者が希望した場合には、会社
（使用者）はＦＡＸやＥメール・ＳＮＳメッセージ等の方法で明示できます。ただし
労働者側が出力して書面を作成できるものに限られます。

　メールやＳＮＳで明示を希望する場合には、印刷や保存がしやすいよう、添付ファ
イルでの送付を依頼しましょう。また、電子メール等による明示を希望しない場合
は、トラブルを防止するために「書面での交付を希望します」とはっきりと伝えま
しょう。
　（注１）昇給に関する事項は、必ず明示しなければなりませんが、口頭でも良いとされています。
　（注２）パートタイム労働者に対しては、昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無、相談窓口に

ついても書面の交付が必要です。
詳しい情報は、厚生労働省ホームページで
確認できます。

労働契約時の労働条件の明示 検　索
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はじめに確認！はじめに確認！
ステップ1



（一般労働者用；常用、有期雇用型）

労働条件通知書

                 
 田中 太郎  殿

事業場名称・所在地

使 用 者 職 氏 名

期間の定めなし、期間の定めあり（ 令和４年４月１日 ～ 令和５年３月３１日 ）

※以下は、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合に記入 

１ 契約の更新の有無 

 ［自動的に更新する・更新する場合があり得る・契約の更新はしない・その他（     ）］

２ 契約の更新は次により判断する。 

  ・契約期間満了時の業務量   ・勤務成績、態度   ・能力 

  ・会社の経営状況   ・従事している業務の進捗状況 

  ・その他（                        ） 

契約期間

【有期雇用特別措置法による特例の対象者の場合】 
無期転換申込権が発生しない期間： Ⅰ（高度専門）・Ⅱ（定年後の高齢者） 
 Ⅰ 特定有期業務の開始から完了までの期間（  年  か月（上限１０年）） 
 Ⅱ 定年後引き続いて雇用されている期間 

就業の場所  ○○工業(株) 本社配送係

 製品の出荷管理全般
従事すべき

業務の内容
【有期雇用特別措置法による特例の対象者（高度専門）の場合】 

・特定有期業務（          開始日：    完了日：    ）

始業、終業の

時刻、休憩時

間、就業時転

換((1)～(5)

のうち該当

するもの一

つに○を付

けること。)、 

所定時間外

労働の有無

に関する事

項 

１ 始業・終業の時刻等

 (1) 始業（ ８時 ３０分） 終業（ １７時 ３０分）

 【以下のような制度が労働者に適用される場合】

 (2) 変形労働時間制等；（  ）単位の変形労働時間制・交替制として、次の勤務時間の 

組み合わせによる。

 始業（ 時 分） 終業（ 時 分） （適用日      ）

 始業（ 時 分） 終業（ 時 分） （適用日      ）

 始業（ 時 分） 終業（ 時 分） （適用日      ）

(3) ﾌﾚｯｸｽﾀｲﾑ制；始業及び終業の時刻は労働者の決定に委ねる。
（ただし、ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀｲﾑ（始業）  時 分から  時 分、

（終業）  時 分から 時 分、

                   ｺｱﾀｲﾑ   時 分から 時 分）

 (4) 事業場外みなし労働時間制；始業（ 時 分）終業（ 時 分）

 (5) 裁量労働制；始業（ 時 分） 終業（ 時 分）を基本とし、労働者の決定に委ねる。

○詳細は、就業規則第８条 ～第 条、第 条～第 条、第 条～第 条

２ 休憩時間（６０）分

３ 所定時間外労働の有無（ 有 ， 無 ）

休   日 ・定例日；毎週土・日曜日、国民の祝日、その他（         ）

・非定例日；週・月当たり  日、その他（          ）

・１年単位の変形労働時間制の場合－年間  日

○詳細は、就業規則第９条 ～第 条、第 条～第 条

休   暇 １ 年次有給休暇 ６か月継続勤務した場合→ １０日

         継続勤務６か月以内の年次有給休暇 （有・無）

         → か月経過で  日 

         時間単位年休（有・無）

２ 代替休暇（有・無） 

３ その他の休暇 有給（ 慶弔休暇     ）

         無給（          ）

○詳細は、就業規則第１０条 ～第 条、第 条～第 条

（次頁に続く）

            令和４年３月２４日

労働条件の明示の例～「労働条件通知書」を見てみよう
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１ 基本賃金 イ 月給（ 180,000 円）、ロ 日給（     円）

       ハ 時間給（    円）、

       ニ 出来高給（基本単価    円、保障給   円）

       ホ その他（     円）

       ヘ 就業規則に規定されている賃金等級等

２ 諸手当の額又は計算方法

  イ（通勤手当 7,350 円 ／計算方法： 通勤定期代の実費  ）

  ロ（  手当    円 ／計算方法：           ）

ハ（  手当    円 ／計算方法：           ）

  ニ（  手当    円 ／計算方法：           ）

３ 所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率

  イ 所定時間外、法定超 月６０時間以内（ ２５）％ 

            月６０時間超 （ ５０）％ 

        所定超 （ ２５）％ 

ロ 休日 法定休日（ ３５）％、法定外休日（   ）％ 

ハ 深夜 （ ２５）％

４ 賃金締切日（基本給）－毎月２０日、（手当）－毎月２０日

５ 賃金支払日（基本給）－毎月 末日、（手当）－毎月 末日

６ 賃金の支払方法（ 銀行振込       ）

７ 労使協定に基づく賃金支払時の控除（無 ，有（   ））

８ 昇給                

９ 賞与（ 有（時期、金額等 業績等勘案して年２回（７月、１２月），無 ）          

10 退職金（ 有（時期、金額等     ），無 ）    

賃   金

退職に関す

る事項

１ 定年制 （ 有 （６５歳） ， 無 ）

２ 継続雇用制度（ 有（  歳まで） ， 無 ）

３ 自己都合退職の手続（退職する１４日以上前に届け出ること）

４ 解雇の事由及び手続

     就業規則第１２条（退職）、１３条（解雇）による。解雇については

     原則として３０日前に予告する。

○詳細は、就業規則第１２条 ～第 条、第 条～第 条

そ の 他 ・社会保険の加入状況（ 厚生年金 健康保険 厚生年金基金 その他（   ））

・その他

   ○○工業(株)契約社員就業規則による

※以下は、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合についての説明です。

 労働契約法第 18 条の規定により、有期労働契約（平成 25 年 4 月 1 日以降に開始する

もの）の契約期間が通算５年を超える場合には、労働契約の期間の末日までに労働者か

ら申込みをすることにより、当該労働契約の期間の末日の翌日から期間の定めのない労

働契約に転換されます。ただし、有期雇用特別措置法による特例の対象となる場合は、

この「５年」という期間は、本通知書の「契約期間」欄に明示したとおりとなります。

 

（ 有（時期、金額等 毎年４月 業績等勘案して行う），無 ）

※ 以上のほかは、当社就業規則による。

1

・雇用保険の適用（ 有 ， 無 ）

・雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口

　　部署名　　　　　　　担当者職氏名　　　　　　　（連絡先　　　　　　　）

○○　○○
総務課 総務課長 △△△
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ちゃんと労働条件通知書はもらったかにゃ？
会社と後々トラブルになるのを防ぐためにも
必ず大切に保存しておくにゃ！



（一般労働者用；常用、有期雇用型）

労働条件通知書

                 
 田中 太郎  殿

事業場名称・所在地

使 用 者 職 氏 名

期間の定めなし、期間の定めあり（ 令和４年４月１日 ～ 令和５年３月３１日 ）

※以下は、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合に記入 

１ 契約の更新の有無 

 ［自動的に更新する・更新する場合があり得る・契約の更新はしない・その他（     ）］

２ 契約の更新は次により判断する。 

  ・契約期間満了時の業務量   ・勤務成績、態度   ・能力 

  ・会社の経営状況   ・従事している業務の進捗状況 

  ・その他（                        ） 

契約期間

【有期雇用特別措置法による特例の対象者の場合】 
無期転換申込権が発生しない期間： Ⅰ（高度専門）・Ⅱ（定年後の高齢者） 
 Ⅰ 特定有期業務の開始から完了までの期間（  年  か月（上限１０年）） 
 Ⅱ 定年後引き続いて雇用されている期間 

就業の場所  ○○工業(株) 本社配送係

 製品の出荷管理全般
従事すべき

業務の内容
【有期雇用特別措置法による特例の対象者（高度専門）の場合】 

・特定有期業務（          開始日：    完了日：    ）

始業、終業の

時刻、休憩時

間、就業時転

換((1)～(5)

のうち該当

するもの一

つに○を付

けること。)、 

所定時間外

労働の有無

に関する事

項 

１ 始業・終業の時刻等

 (1) 始業（ ８時 ３０分） 終業（ １７時 ３０分）

 【以下のような制度が労働者に適用される場合】

 (2) 変形労働時間制等；（  ）単位の変形労働時間制・交替制として、次の勤務時間の 

組み合わせによる。

 始業（ 時 分） 終業（ 時 分） （適用日      ）

 始業（ 時 分） 終業（ 時 分） （適用日      ）

 始業（ 時 分） 終業（ 時 分） （適用日      ）

(3) ﾌﾚｯｸｽﾀｲﾑ制；始業及び終業の時刻は労働者の決定に委ねる。
（ただし、ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀｲﾑ（始業）  時 分から  時 分、

（終業）  時 分から 時 分、

                   ｺｱﾀｲﾑ   時 分から 時 分）

 (4) 事業場外みなし労働時間制；始業（ 時 分）終業（ 時 分）

 (5) 裁量労働制；始業（ 時 分） 終業（ 時 分）を基本とし、労働者の決定に委ねる。

○詳細は、就業規則第８条 ～第 条、第 条～第 条、第 条～第 条

２ 休憩時間（６０）分

３ 所定時間外労働の有無（ 有 ， 無 ）

休   日 ・定例日；毎週土・日曜日、国民の祝日、その他（         ）

・非定例日；週・月当たり  日、その他（          ）

・１年単位の変形労働時間制の場合－年間  日

○詳細は、就業規則第９条 ～第 条、第 条～第 条

休   暇 １ 年次有給休暇 ６か月継続勤務した場合→ １０日

         継続勤務６か月以内の年次有給休暇 （有・無）

         → か月経過で  日 

         時間単位年休（有・無）

２ 代替休暇（有・無） 

３ その他の休暇 有給（ 慶弔休暇     ）

         無給（          ）

○詳細は、就業規則第１０条 ～第 条、第 条～第 条

（次頁に続く）

            令和４年３月２４日

労働条件の明示の例～「労働条件通知書」を見てみよう
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１ 基本賃金 イ 月給（ 180,000 円）、ロ 日給（     円）

       ハ 時間給（    円）、

       ニ 出来高給（基本単価    円、保障給   円）

       ホ その他（     円）

       ヘ 就業規則に規定されている賃金等級等

２ 諸手当の額又は計算方法

  イ（通勤手当 7,350 円 ／計算方法： 通勤定期代の実費  ）

  ロ（  手当    円 ／計算方法：           ）

ハ（  手当    円 ／計算方法：           ）

  ニ（  手当    円 ／計算方法：           ）

３ 所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率

  イ 所定時間外、法定超 月６０時間以内（ ２５）％ 

            月６０時間超 （ ５０）％ 

        所定超 （ ２５）％ 

ロ 休日 法定休日（ ３５）％、法定外休日（   ）％ 

ハ 深夜 （ ２５）％

４ 賃金締切日（基本給）－毎月２０日、（手当）－毎月２０日

５ 賃金支払日（基本給）－毎月 末日、（手当）－毎月 末日

６ 賃金の支払方法（ 銀行振込       ）

７ 労使協定に基づく賃金支払時の控除（無 ，有（   ））

８ 昇給                

９ 賞与（ 有（時期、金額等 業績等勘案して年２回（７月、１２月），無 ）          

10 退職金（ 有（時期、金額等     ），無 ）    

賃   金

退職に関す

る事項

１ 定年制 （ 有 （６５歳） ， 無 ）

２ 継続雇用制度（ 有（  歳まで） ， 無 ）

３ 自己都合退職の手続（退職する１４日以上前に届け出ること）

４ 解雇の事由及び手続

     就業規則第１２条（退職）、１３条（解雇）による。解雇については

     原則として３０日前に予告する。

○詳細は、就業規則第１２条 ～第 条、第 条～第 条

そ の 他 ・社会保険の加入状況（ 厚生年金 健康保険 厚生年金基金 その他（   ））

・その他

   ○○工業(株)契約社員就業規則による

※以下は、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合についての説明です。

 労働契約法第 18 条の規定により、有期労働契約（平成 25 年 4 月 1 日以降に開始する

もの）の契約期間が通算５年を超える場合には、労働契約の期間の末日までに労働者か

ら申込みをすることにより、当該労働契約の期間の末日の翌日から期間の定めのない労

働契約に転換されます。ただし、有期雇用特別措置法による特例の対象となる場合は、

この「５年」という期間は、本通知書の「契約期間」欄に明示したとおりとなります。

 

（ 有（時期、金額等 毎年４月 業績等勘案して行う），無 ）

※ 以上のほかは、当社就業規則による。

1

・雇用保険の適用（ 有 ， 無 ）

・雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口

　　部署名　　　　　　　担当者職氏名　　　　　　　（連絡先　　　　　　　）

○○　○○
総務課 総務課長 △△△
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ちゃんと労働条件通知書はもらったかにゃ？
会社と後々トラブルになるのを防ぐためにも
必ず大切に保存しておくにゃ！



※無期労働契約の労働条件（職務、勤務地、賃金、労働時間など）は、別段の定めがない限り、直前の有期労働契約と
　同一となります。労働条件を変える場合は、別途、就業規則などの改定などが必要です。

1年 無期労働契約1年1年1年

５年
1年1年

無期転換申込権発生！

↑
締結

↑
更新

↑
更新

↑
更新

↑
更新

↑
更新

↑
転換申込

●すべての労働者の保護を図る目的で、労働条件の最低限の基準が『労働基準法』と
いう法律で決められています。更に、短時間・有期雇用労働者の雇用管理等は、
パートタイム・有期雇用労働法においても守るべき内容が決められています。

●この『労働基準法』の基準に達しないような労働条件は認められていません。
●労働条件の最低基準を定めた『労働基準法』以外にも、労働契約の成立・変更等の
ルールを定めた『労働契約法』という法律があります。

●労働契約は、会社（使用者）と労働者がお互いに守らなければならないものです。
　労働基準法では、労働者と会社（使用者）の双方に対し労働契約等を遵守し、義務
を履行するよう求めています。

●期間に定めがある労働契約のルール
　「労働契約」は、「期間の定めのない契約」と「期間の定めのある契約（※）」に分
けられます。（※）有期労働契約といいます。
●有期労働契約の期間
一定の業務が終わるまでとされている場合を除いて、原則としては３年以内です。　
また、特例として、高度な専門的知識を持っている人や満60歳以上の人を新たに
雇用する場合には５年以内です。　　　　　　　　　　　　　【労働基準法第14条】

●有期労働契約の場合、契約時に書面で明示すべき事項
　＊労働契約を締結するときに次の更新があるかどうか
　＊更新する場合又は更新しない場合の判断基準　　　　　　　【労働基準法第15条】

（労働基準法施行規則第５条）

　　（有期労働契約の更新をしないことが明らかな場合は、更新の基準の明示義務はありません。）
●有期契約労働者は、パートタイム・有期雇用労働法（Ｐ.28）の適用を受けます。

有期契約労働者の「無期転換ルール」
　「無期転換ルール」とは、同一の使用者（企業）との間で、有期労働契約が５
年を超えて反復更新された場合、有期契約労働者（契約社員、パートタイマー、
アルバイトなどの名称は問わず）からの申込みにより、期間の定めのない労働契
約（無期労働契約）に転換できるルールのことです。
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採用内定取消しについて
　新規学校卒業者に対しての事業主の一方的な都合による採用内定取消し及び入職時期の繰下
げは、その円滑な就職を妨げるものであり、特に、採用内定取消しについては対象となった学
生及び生徒本人並びに家族に計り知れないほどの打撃と失望を与えるとともに、社会全体に対
しても大きな不安を与えるものであり、決してあってはならない重大な問題です。

［厚生労働省／新規学校卒業者の採用に関する指針より］
　このため、採用内定者について労働契約が成立したと認められる場合には、客観的に合理的
な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない採用内定取消しは無効とされます。

適性と能力のみを選考基準とする公正な採用に向けて
　会社側は採用選考にあたって、就職差別につながるおそれのある事柄を質問すること等が禁
じられており、採用内定後においても提出書類等について同様の配慮が求められています。
　面接で次のような質問があった場合には、学校の先生などに相談をしましょう。

＜応募者から収集すべきでない個人情報＞
①…本籍・出生地に関すること
　（戸籍謄本や本籍が記載された住民票を提出させることはこれに該当します）
②…家族に関すること（職業、続柄、健康、地位、学歴、収入、資産など）
　（家族の仕事の有無・職種・勤務先などや家族構成はこれに該当します）
③…住宅状況に関すること（間取り、部屋数、住宅の種類、近郊の施設など）
④…生活環境・家庭環境などに関すること
⑤…宗教に関すること
⑥…支持政党に関すること
⑦…人生観、生活信条に関すること
⑧…尊敬する人物に関すること
⑨…思想に関すること
⑩…労働組合・学生運動など社会運動に関すること
⑪…購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること
＜その他不適切な採用選考の方法＞
①…身元調査などの実施
（「現住所の略図」は生活環境などを把握したり、身元調査につながったりする可
能性があります）

②…全国高等学校統一用紙・ＪＩＳ規格や厚生労働省様式例の履歴書に基づかない事項
を含んだ応募書類（社用紙）の使用

③…合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断の実施

就職活動で注意すること
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②会社のルール 就業規則について
　就業規則とは、労働時間や賃金等の基本的な労働条件や、職場での決まりごと（職
場規律）などについて会社が文書で定めたもので、会社において最も基本となる「働
くことのルールブック」です。
●就業規則は、会社単位ではなく、工場や事務所、店舗などの事業場ごとに作成す

ることが義務づけられています。（常時10人以上の労働者を使用する事業場に限
る。）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　【労働基準法第89条】

●就業規則の作成にあたって、会社側は労働者の過半数を代表する者等の意見を聴く
ことが求められています。　　　　　　　　　　　　　　　 【労働基準法第90条】

●就業規則は、書面の交付や常時各作業場内の見やすいところへ掲示又は備え付ける
など、労働者に周知しなくてはいけません。　　　　　　【労働基準法第106条１項】

●就業規則は、いつでも見ることができ、その会社に働く人なら誰でも知る権利があ
ります。

●細かい労働条件等は、この就業規則で定められていますので、自分の会社の就業規
則がどのような内容になっているかは、ぜひ知っておく必要があります。

【就業規則に必ず記載すべき事項】
① 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関すること
② 賃金の決定方法、計算方法、支払い方法に関すること
③ 賃金の締切り及び支払いの時期に関すること
④ 昇給に関すること
⑤ 退職に関すること（解雇の事由を含む。）

就 業 規 則

就業規則
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●賃　金
　賃金とは、給料・手当・賞与など名称に関係なく、「働いた
ことの対価として使用者から労働者に支払われるすべてのも
の」をいいます。
賃金の支払いに関しては、「賃金支払いの５原則」と呼ばれ

る規定が設けられています。
【労働基準法第24条】

施行日

大企業 中小企業

○残業時間の上限規制 2019年４月1日 2020年４月1日

○勤務間インターバル制度 2019年４月1日

○１人１年あたり５日間の年次有給休暇の確実な取得 2019年４月1日

○月60時間を超える残業の割増賃金率の引き上げ 2010年４月１日 2023年４月1日

○フレックスタイム制の制度の拡充 2019年４月1日

○高度プロフェッショナル制度の新設 2019年４月1日

○産業医・産業保健機能の整備 2019年４月1日

○正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な
待遇差の禁止 2020年４月1日 2021年４月１日

１．通貨払いの原則（現金で）※例外：本人の申出又は同意により口座振込が可能
２．直接払いの原則（本人に）
３．全額支払の原則（全額を）※例外：税金・社会保険料などの源泉徴収、賃金控除協

定による控除等
４．毎月払いの原則（毎月１回以上）
５．一定期日払いの原則（一定の期日に）

賃金支払いの５原則
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①労働条件について
●働き方改革
　働く人が個々の事情に応じ、多様な働き方を選択でき
る社会を実現することで、一人ひとりがより良い将来の
展望を持てるようにすることを目指して「働き方改革を
推進するための関係法律の整備に関する法律」（「働き方
改革関連法」）が施行されました。安心して働くために安心して働くために

ステップ2


